
せんだい都⼼再構築プロジェクト
〜働く場所、楽しむ場所として選ばれる、

杜の都の個性きらめく、躍動の都⼼〜

仙台市都市整備局
都⼼まちづくり課

せんだい

都心再構築
プロジェクト 仙台駅周辺の近年の動き

仙台駅の東⻄駅前広場の再整備⽅針（市政だより2012.2⽉号掲載資料）

2011 ●東日本大震災

2012

2013

2014

2015 ●地下鉄東西線開業（１２月）

2016

●仙台駅東西自由通路供用開始
（３月）

●エスパル仙台新館オープン
（３月）

●仙台パルコ２オープン
（７月）

●仙台空港の民営化
（７月）

2017 ●ホテルメトロポリタン仙台イースト
開業（６月）

2018 ●ドン・キホーテ仙台駅西口本店
オープン（６月）

2019 ●西口駅前広場バスターミナル
整備完了予定

震災以降の駅周辺における主な開発経過

2019年1⽉にJR東⽇本が発
表した「（仮称）仙台駅東⼝
オフィスビル」。1〜2階を店舗、
3〜13階をオフィスとする計画。
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せんだい

都心再構築
プロジェクト 都⼼部における都市施設等の整備

仙台駅 駅前広場再整備事業 第1期（平成27年）
2

せんだい

都心再構築
プロジェクト 都⼼部における都市施設等の整備

地下鉄東⻄線の開業（平成27年）
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せんだい

都心再構築
プロジェクト 都⼼部における都市施設等の整備

仙台駅東⻄⾃由通路の開通（平成28年）
4

せんだい

都心再構築
プロジェクト 都⼼部における都市施設等の整備

元寺⼩路福室線 宮城野橋 開通（平成30年） 5



せんだい

都心再構築
プロジェクト 本市の動向

出典：国勢調査結果（総務省統計局）、まちづくり政策局資料
注：各年10⽉１⽇現在。将来⼈推計⼈⼝は平成27年10⽉１⽇時点の国勢調査⼈⼝をもとに、コーホート要因法により本市が独⾃に推計。合計特
殊出⽣率は、過去の傾向を勘案し、1.27で⼀定で推移。社会移動率についても同様に、年1.29％ずつ減少するものと仮定。

総⼈⼝

⾼度経済成⻑期

6

せんだい

都心再構築
プロジェクト

年齢階級別⼈⼝

出典：平成27年国勢調査結果（総務省統計局）
注：各年10⽉１⽇現在の推計⼈⼝。年齢不詳を除く。

（万⼈）

（年）

０〜14歳
(年少⼈⼝)

15〜64歳
(⽣産年齢⼈⼝)

65歳以上
(⽼年⼈⼝)

7

本市の動向
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せんだい

都心再構築
プロジェクト

年齢別の社会移動状況

出典：国勢調査結果（総務省統計局）

進学で学⽣が集まり
就職で外に出ていく

よく⾒てみると・・・
ファミリー層（０〜４歳、30〜39歳）
が転出超過！！

転
⼊
超
過

転
出
超
過

15～24歳

25～29歳

8

本市の動向

せんだい

都心再構築
プロジェクト

地域別の社会移動状況

出典：仙台市統計時報（特集）（仙台市市⺠局）
注：住⺠基本台帳。⽇本⼈住⺠のみ。

（年）

転
⼊
超
過

転
出
超
過

転⼊は、東北５県から
転出は、東京圏へ

9

本市の動向



せんだい

都心再構築
プロジェクト

出典：2018年住⺠基本台帳⼈⼝移動報告（総務省統計局）
注：外国⼈を含む。東京圏は東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県の１都３県。

東京圏への転出超過数

2017年は １番多かった・・・

10

本市の動向

せんだい

都心再構築
プロジェクト 現 状

旧耐震基準

（建築年）

➣都⼼商業地域（指定容積率500％以上の範囲）における
オフィスビルの約４０％が昭和５６年以前（旧耐震基準）
に建築されている。

－ オフィスビルの建築年次分布 －

11



せんだい

都心再構築
プロジェクト 現 状

H30（2018）年までの
新規供給はほとんどなし

出典：オフィスレポート 仙台2018（三⻤商事）を仙台市で加⼯

－ 新築ビルの供給量と空室率の推移 － － 企業誘致件数 －

12

せんだい

都心再構築
プロジェクト 現 状

13

（単位：⼈/11ｈ）
調査
地点 地点名 H31通⾏量

（前年⽐） 通⾏量⽐

1 仙台駅・東⻄⾃由通路
（東⼝改札前）

69,535
（1.22） 1.00

2 ペデストリアンデッキS-PAL前 58,158
（1.04） 0.84

3 松澤蒲鉾店前
（名掛丁）

60,619
（1.07） 0.87

4 三瀧不動尊・三原堂前
（クリスロード）

61,416
（0.96） 0.88

5 藤崎前
（おおまち）

48,871
（1.03） 0.70

6 京雅堂仙台⼀番町店前
（サンモール）

16,144
（1.02） 0.23

7 ⼤井宝⽯店・フォーラス前
（⼀番町⼀番街）

43,696
（0.92） 0.63

8 カワイ・浅久前
（⼀番町四丁⽬）

33,616
（0.91） 0.48

－ 仙台市中⼼部商店街の歩⾏者通⾏量（休⽇） －

出典：2019年度仙台市中⼼部商店街の通⾏量調査結果（仙台市、仙台商⼯会議所）
注：調査⽇時は2019年５⽉26⽇（⽇）９時〜20時。天候は薄曇。通⾏量⽐は調査地点１を1.00と

した場合の各地点の通⾏量⽐

仙台駅
周辺



震災復興の次なるステージを⽬指して、経済活動と
交流の中⼼的舞台である本市の都⼼部を再構築する

せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは

○仙台駅前の⼤規模⽤地が未利⽤、低利⽤
○建築物の⽼朽化や新規オフィスビルの供給減少
○復興需要の終息 etc…

『東⽇本⼤震災からの復興』を最⼤の課題

14

せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは

都⼼の将来イメージと施策の⽅向性

15

〜働く場所、楽しむ場所として選ばれる、
杜の都の個性きらめく、躍動の都⼼〜

➣杜の都という緑豊かな都市環境と東⽇本⼤震災の経験や教訓を⽣かした
防災環境都市としての取り組みをより深化させ、働く場所や楽しむ場所
として多くの⼈を集め、賑わいや交流、そして持続的な経済活⼒が⽣み
出され続ける躍動する都⼼（まち）づくりに向けて、多様な主体との連
携のもと、挑戦を重ねていく。

ま ち



せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは

都⼼の将来イメージと施策の⽅向性

16

①東北を牽引するイノベーションが⽣まれる都⼼
ま ち

➣⾼度な都市機能を集積し、国内外から投資を呼び込む
➣働く場所として選ばれる都⼼（まち）

＜施策の⽅向性＞

・⽼朽建築物の建替えと⾼機能オフィスの整備促進

・企業誘致や既存オフィスの拡張に伴う移転の促進

・企業と⼤学との交流促進

・起業に向けたスタートアップ拠点の形成

せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは

都⼼の将来イメージと施策の⽅向性

17

➣公共空間と⺠有地の⼀体性を向上させ、ゆとりある空間を⽣み出す
➣⼈が集い交流し、楽しめる都⼼（まち）

＜施策の⽅向性＞

・本庁舎建替えなど都⼼の重要プロジェクトの推進

・旅⾏者やMICE参加者等の回遊促進と消費拡⼤

・中⼼部商店街の活性化

・都⼼の回遊性向上などに向けた交通環境の再構築

②東北の交流拠点となる新たな賑わいを創り出す都⼼
ま ち



せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは

都⼼の将来イメージと施策の⽅向性

18

➣⾼い防災⼒と豊かな緑を⽣かし、通りやエリアごとの個性を輝かせる
➣杜の都の個性が活きる都⼼（まち）

＜施策の⽅向性＞

・防災環境都市としてのブランド強化

・安全安⼼で快適な都市環境の構築

・エリアマネジメントなど地域主体の取り組み推進

・裏路地も含めたまちの魅⼒の多彩化

③杜の都の個性が活きる都⼼
ま ち

せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは
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せんだい

都心再構築
プロジェクト せんだい都⼼再構築プロジェクトとは

今後の進め⽅

ニーズ等を踏まえ、順次公表・実施

中⻑期的なまちづくり

第⼆弾
以降

第⼆弾
以降

第⼀弾
第⼀弾

第⼀弾 第⼀弾

新総合計画・
都市計画マス
タープラン

喫緊の課題への対応

2030年度まで

20

せんだい

都心再構築
プロジェクト 第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て

今回導⼊する施策

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

「仙台市都⼼部建替え促進助成⾦制度」の創設
企業誘致体制の強化と助成制度の拡充

「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和

「仙台市市街地再開発事業補助⾦制度」の拡充

駐⾞場附置義務条例等の改正
⼤店⽴地法における駐⾞台数の⾒直し

21



せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「仙台市都⼼部建替え促進助成⾦制度」Ａ

企業立地の促進企業立地の促進

老朽建築物の
建替え促進
老朽建築物の
建替え促進建替えなどに係る規制の緩和

●⽼朽建築物の増加
●容積率の不⾜による建築物の既存不適格
●建築費の⾼騰
●オフィス賃料の頭打ち
●オフィスニーズと現況のミスマッチ

建物オーナーの負担軽減

企業誘致の強化
22

せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「仙台市都⼼部建替え促進助成⾦制度」Ａ

【対象区域】
都市再⽣緊急整備地域

【従前の敷地⾯積が概ね1,000㎡以上】

⽼朽建築物の解体⼯事期間における助成
（⼟地が対象）

⾼機能オフィス整備に伴う助成

（建物が対象）

23

【助成額】
“⼟地”の固定資産税等総額
÷12か⽉×解体期間の⽉数

【助成額】
要件を満たす床⾯積相当の固定資
産税等相当額の１年間分



せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「仙台市都⼼部建替え促進助成⾦制度」Ａ

⾼機能オフィス整備建替え
計画

対象事業
の指定

Ｒ５年度末まで

解体⼯事

・１フロア当たりのオフィス専有⾯積が
200坪以上

・オフィスの柔軟な区割りができる構造
・⾮常⽤電源設備の設置スペース
・個別空調
・オープンスペース等の賑わいに資する

施設の整備 etc…

⾼機能オフィスとは

⾼機能オフィスのイメージ

24

せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「仙台市都⼼部建替え促進助成⾦制度」Ａ

企業誘致担当部門に、
七十七銀行からスタッ
フを受け入れ、金融機
関と連携した企業誘致
体制の強化を図ります。

【対象業種】
本社機能、研究開発施設、
ソフトウェア業、
デジタルコンテンツ業など

企業⽴地促進助成制度の拡充

【オフィス賃料に対する助成】
助成額算定の基礎となる
⽉額賃料の上限額を拡充

（現在）5,000円/㎡
↓

（改正後）8,000円/㎡

企業誘致体制の強化

25



せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

指定容積率を超過（既存不適格）
⇒そのまま建替えると延床⾯積が縮⼩

容積率の緩和

⼀定条件を満たす⾼機能オフィスを整備

都市再⽣特別地区

総合設計制度
26

せんだい

都心再構築
プロジェクト

⼀番町三丁⽬南地区
仙台ファーストタワー

27

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和

（1）都市再⽣特別地区の事例

Ｂ



せんだい

都心再構築
プロジェクト

（2）都市再⽣特別地区の事例
中央⼀丁⽬広瀬通地区

東京建物仙台ビル

28

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

都
市
貢
献

道路施設の整備
広場等の整備
幅広い環境貢献の取り組み
その他都市再⽣に資する取組

指定容積率

都
市
貢
献

⾼機能オフィスの整備
道路施設の整備
広場等の整備
幅広い環境貢献の取り組み
その他都市再⽣に資する取組

指定容積率

都市再⽣特別地区での緩和⽅針

➣貢献に応じて指定容積率の最⼤２倍まで緩和

本プロジェクトで追加した項⽬！

※都市再⽣緊急整備地域内が対象
※0.5ha（5,000㎡）以上の事業区域が必要

【現在】 【緩和後】

29



せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

総合設計制度の運⽤緩和

➣公開空地などにより最⼤＋２００％まで容積の割増し可能

※500㎡以上の敷地⾯積が必要

公開空地などよる容積の割増し

【基準容積】 【容積の割増し】

30

公開空地
（「特に優れた緑地空間」について

空地の割増評価可能）

基準容積で建てた場合

せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

31

ＳＳ30ビル

公開空地などの整備により

基準容積率：547.6％

（1）総合設計制度の事例

608.8％（+61.2％）



せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

32

第⼀⽣命タワービルディング

歩道状空地などの整備により

（2）総合設計制度の事例

基準容積率：600％

658％（+58％）

せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「⾼機能オフィスの整備」に着⽬した容積率の緩和Ｂ

総合設計制度の運⽤緩和

➣最⼤＋２００％上乗せ可能

※500㎡以上の敷地⾯積が必要

公開空地の⾯積を評価
⾼機能オフィスの床⾯積相当分を評価
公開空地の⾯積を評価

【現在】 【緩和後】

本プロジェクトで追加した項⽬！

公開空地
（「特に優れた緑地空間」について

空地の割増評価可能）

（公開空地等によるオープンスペース
について、賑わいの創出に寄与する
しつらえとすること）

高機能オフィスの整備

公開空地
（「特に優れた緑地空間」について

空地の割増評価可能）

33



せんだい

都心再構築
プロジェクト

① ⼀番町⼆丁⽬四番地区 ② 中央⼀丁⽬第⼆地区

THE SENDAI TOWER

低層部に商業施設
「シリウス」、上
層部には都市型住
宅を整備。
地下鉄出⼊り⼝と
の⼀体整備により
まちへの回遊性向
上を図った。

仙台マークワン

低層部に商業施
設「PARCO」,
上層部には業務
施設を整備。
ペデストリアン
デッキとの接続
により回遊性向
上を図った。
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第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「仙台市市街地再開発事業補助⾦制度」

（1）市街地再開発事業の事例

Ｃ

せんだい
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プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
「仙台市市街地再開発事業補助⾦制度」Ｃ

補助⾦額上限の拡充 及び 補助率の⾒直し
【これまでの補助制度】 【拡充の補助制度】

収⼊ ⽀出⽀出 収⼊

施⾏者負担 施⾏者負担総事業費総事業費

補助
⾦額の
上限

１８％ 補助⾦
補助⾦ 補助対象事業費の

２/３補助対象事業費の
１/３

補助
⾦額の
上限

拡充！

※年次で変動

※「都市再⽣特別地区」を活⽤した
『市街地再開発事業』が対象
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第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
駐⾞場附置義務条例等の改正Ｄ

特定⽤途
⾮特定⽤途

店舗・事務所 その他

250㎡毎
に1台

312.5㎡毎
に1台

562.5㎡毎
に1台

【現⾏】 【⾒直し後】
特定⽤途

⾮特定⽤途
店舗・事務所 その他

350㎡毎
に1台

550㎡毎
に1台

900㎡毎
に1台

⼀般⾞駐⾞施設の床⾯積あたりの義務付け台数算定基準（原単位）の緩和

公共交通利⽤促進策による義務付け台数の特例低減制度の新設

レベル 施策内容（例） 低減
係数

Ⅰ ・公共交通の時刻表の掲⽰
・マイカー通勤（通学）の抑制策の実施 ５％

Ⅱ ・公共交通利⽤者への割引サービスや特典の付与 10％

Ⅲ ・建築物⼜は敷地内へのバスの待合環境の整備 20％
・地下通路等による鉄道駅との接続 40％

レベルの異なる施策を組み合わせることにより、最⼤55％低減可能
〔義務付け台数〕＝〔延床⾯積〕÷〔原単位〕×〔1－低減係数〕
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第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
駐⾞場附置義務条例等の改正Ｄ

【現⾏】10,000 ÷312.5 ＝32台 【⾒直し後】10,000 ÷550×（1－55％）=  8.1  ≒ 9台

⼀般⾞駐⾞施設の床⾯積あたりの義務付け台数算定基準（原単位）の緩和
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算出例：延床⾯積10,000㎡のホテルにおいて、駅とペデストリアンデッキで直結（40％低減）させ、
従業員のマイカー通勤を禁⽌（5％低減）し、地下鉄⼀⽇乗⾞券付き宿泊プランの販売（10％低減）

⾒直し後
の原単位

低減係数
の最⼤値

【現⾏】 【⾒直し後】

建築物の敷地以外への駐⾞施設を附置する場合の距離等の⾒直し（隔地制度）

⼀般駐⾞施設の建築物の敷地から隔地までの距離
200ｍ以内 400ｍ以内



せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
駐⾞場附置義務条例等の改正Ｄ

駐⾞マスの規模の⾒直し

駐⾞マスの規模と整備台数

38

⾞種
駐⾞マスの規模 整備台数

（割合）幅 奥⾏き

⼀般⾞

2.3ｍ
以上

5.0ｍ
以上

義務付け台数
の70％

2.5ｍ
以上

6.0ｍ
以上

義務付け台数
の30％

⾞いす
利⽤者

3.5ｍ
以上

6.0ｍ
以上 １台以上

駐⾞マスの規模 整備台数
（割合）幅 奥⾏き

2.3ｍ
以上

5.0ｍ
以上

義務付け台数
の100％

（基準統⼀）

3.5ｍ
以上

6.0ｍ
以上

１台以上
（変更なし）

【現⾏】 【⾒直し後】

せんだい

都心再構築
プロジェクト

第 ⼀ 弾 施 策 に つ い て
駐⾞場附置義務条例等の改正Ｄ

⼤規模⼩売店舗⽴地法における必要駐⾞台数の⾒直しについて

法に基づき届出すべき事項
及び配慮すべき事項の主な
もの

・仙台駅⻄⼝の⾃動⾞分担
率を東⼝にも適⽤

・必要駐⾞台数の算定に、
類似店舗の実績等を根拠
とすることも可能とする
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都市再⽣緊急整備地域

都市再⽣の拠点として、都市
開発事業を通じて緊急かつ重
点的に市街地の整備を推進す
べき地域として、政令で指定
する地域

都市再⽣緊急整備地域とは
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都市再⽣緊急整備地域の拡⼤に向けた検討

9/12
第１回準備協議会開催
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